
15　広報　おのまち

◆問い合わせ　ふるさと文化の館　☎７２－２１２０

○美術館 ――――――――――――――――――――――――――――――
◇小野町美術展のご案内
　住民の皆さんの作品を展示する「小野町美術展」を、秋に開催します。
　高校生以上の方であれば、どなたでも出品できます。
　今年は、出品規定が変わった部門や新たに加わった部門があります。出品される方は、出品要項を
ご確認ください。皆さんの作品をお待ちしています。
　詳しくは文化の館までお問い合わせください。　

平成21年度　小野町美術展開催要項 ＊印は新規部門、または出品規定に変更があります

前　　期 後　　期
会　　期 10月31日(土)から11月８日(日) 11月21日(土)から11月29日(日)
会　　場 小野町ふるさと文化の館　（２階美術館）
開館時間 午前９時から午後５時　（最終日も同様）

出　

品　

規　

定

●書道
　１人　１点ないし２点
●てん刻（刻字を含む）
　１人　１点ないし２点
●きり絵
　１人　１点ないし２点
●＊七宝焼き
　１人　小物・５点、額・２点まで
●陶芸
　１人　３点まで
●＊ちぎり絵
　１人　１点ないし２点，大きさ：６号以上

☆一人２種まで出品可
　例：書道２点　と　きり絵２点

●絵画（油彩・水彩・墨絵など）
　１人　１点ないし２点，大きさ：６号以上
●押し花
　１人　１点ないし２点，大きさ：49額以上
●＊タペストリー
　１人　２点まで，大きさ：50㎝四方以上
●彫刻
　１人　１点ないし２点
●写真
　１人　１点ないし２点，大きさ：Ａ３以上
●＊ポーセラーツ
　１人　３点まで
●＊彫型画
　１人　１点ないし２点

☆一人２種まで出品可
　例：押し花２点　と　タペストリー２点

☆オリジナル作品にすること　☆壁面展示作品は、額装・ひも付きにすること
申込締切 10月22日(木) 11月12日(木)
搬入締切 10月22日(木)から10月27日(火)の午前中まで 11月12日(木)から11月17日(火)の午前中まで

１．出品規定等が変更になった部門
●書道
出品票が変わります。漢詩の読みや書き下し文・出典などを書いていただくようになります。
出品票は文化の館で準備していますので、文化の館までおいでください。
●七宝焼き
１人・５点から、１人・小物（ペンダントなど）・５点と額・２点までに変更になります。
●タペストリー
１人・１点（80ｃｍ四方以上）から、１人・２点（50ｃｍ四方以上）までに変更になります。
作品は、パッチワーク・刺し子・織物などが出品可能です。

２．新たに加わった部門
●ちぎり絵（前期）
１人・１点ないし２点まで出品可能、大きさ・６号以上となります。
●ポーセラーツ
１人・３点まで出品可能となります。
●彫型画
１人・１点ないし２点まで出品可能となります。

３．その他
出品作品は、オリジナル作品とします。キットで作った作品は出品不可です。絵画・きり絵・彫型画・
ちぎり絵などの模写・習作等は出品可能ですが、その旨を必ず明記してください。


